
広島地方合同庁舎防災棟（仮称）整備等事業の実施に関する方針の変更に対する質問と回答（１月末分）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

1
令和6年度公告からの
主な変更概要

2 2_3

構造設計方針で、「鉄骨造、耐震構造」と記載があるが、鉄筋コンクリート造や免震構造
ではなく、鉄骨造の耐震構造で計画する、という理解でよろしいか。
免震構造の提案を妨げるものでないと理解しているが、仕様として明示されない場合、工
事費を抑える観点で免震構造は不要と理解する事業者が多いためお聞きしたい。

当該資料は、応募者提案を制限し、鉄骨造・耐震構造で計画することを条件とするもので
はなく、応募者の検討を補足するために業務要求水準書で定められた要求水準に基づ
き、発注者が想定する事業費算定の基とした防災棟の構造計画を参考に提示したもので
す。

2
令和6年度公告からの
主な変更概要

2 2_5

脱炭素社会の実現に向けてZEB化の推進は重要だと考えるが、環境負荷低減に関する
性能を変更されており、ZEB化は不要、コージェネも不要という理解でよろしいか。
ZEB化の提案を妨げるものでないと理解しているが、ZEB化を仕様として明示されない場
合、工事費を抑える観点で不要と理解する事業者が多いためお聞きしたい。

環境保全性に関する性能のうち、建築物の消費エネルギー性能の値に変更はありませ
ん。要求水準書（案）第４章第４節２．(1)(b)において「コスト、機器更新及び維持管理等に
配慮した上で更なる低減を図る。」ことを追加しています。
また、コージェネレーションについては、導入を必須とはしておりません。

3 実施方針本文 2 36
第１_１_（６）_②_オ修
繕業務

本件は施設竣工引渡し後に施設所有権が事業者から国に移転するBTO案件であり、修
繕のリスクは所有者（本件においては国）の負担となると認識する。少なくとも大規模修繕
に関してはそうなると理解しているが、ここに記載の事業者による「修繕業務」の対象と範
囲についてご教示頂きたい。

本事業の業務範囲には、いわゆる「大規模修繕」は含まれていません。本事業の修繕業
務は【資料-2】「業務要求水準書」第5章.第2節.5.(1)及び【添付資料5-7】「修繕に係る要
求水準」に規定のとおりであり、規模の大小によりリスク負担が変わるものではありませ
ん。
なお、「大規模修繕」が事業期間中に発生しないよう、経常的な保守点検、修繕等の維
持管理業務を適切に実施していただきたいと考えています。

4 実施方針本文 4 4
第１_１_（９）_①施設
整備費

念のための確認となるが、本事業における施設整備費の国の支払は、全額が延べ払いと
なる（施設整備費の一部が引渡し時に支払われる、または一部が出来高で支払われるこ
とはない）という理解で良いか。

施設整備費を構成する施設費は令和13年度から令和22年度にかけて、割賦手数料は
令和14年度から令和22年度にかけて分割して支払い、消費税等については引渡し年度
である令和12年度に支払います。詳細は（資料-２）「事業費の算定及び支払方法（案）」
をご参照ください。

5 実施方針本文 4 24
（１１）附帯事業を実
施する場合の条件

附帯事業が解除となった場合において、附帯事業は独立採算業務であるため、附帯事
業に限り効力が及ぶこととし本事業へは影響しないこととしていただけますでしょうか。

附帯事業の解除にかかる条件については入札公告時に示します。
なお、前回の入札手続き（令和６年４月17日公告）における附帯事業の条件は【資料－
１】「事業契約書（案）」の「第６章 附帯事業に関する事項」をご参照ください。

6 実施方針本文 7 28
第2_3_(2)審査の内
容

①から⑥まで掲げられた審査内容のうち、⑤と⑥の項目については、応募者における構
成企業を対象とし、協力企業については対象外との認識で宜しいか？

ご質問に記載の内容については入札公告時に示します。

7 実施方針本文 8 3
第2_3_(2)_⑤賃上げ
の実施に関する事
項

社会情勢の変化による企業業績の悪化、親会社の経営状況の悪化等、その他想定外の
やむを得ぬ事情により賃上げの実施が叶わない場合も想定されるが、本提案はこうした
事情も勘案されるものとの認識でよいか。また、賃上げが叶わない場合のペナルティはど
のようなものか？

賃上げを実施する企業に対する加点措置の経緯や考え方は、以下の公表内容や添付
の資料をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html
（特に参考になる部分をR8.1.30時点においてホームページに掲載の別紙１（R8.1.19
付），別紙２（R5.8.16時点）として添付します。）

8 実施方針本文 9 9 （１）応募者の構成
事業者（SPC）の経営管理業務を担う企業は応募者とし本事業の応募することは可能で
しょうか。

応募者を構成する企業は、第2 5.(1)④に記載の設計業務、建設業務、工事監理業務、
維持管理業務、運営業務のいずれかの業務を担うものとします。
例えば、運営業務を複数の企業で分担し、その分担した運営業務の役割の一つである
企画及び業務遂行の管理を担う予定である企業が、応募者を構成する企業となり、当該
業務の一貫でSPCの経営管理等を行うことは差し支えありません。

9 実施方針本文 9 19
第２_５_（１）_②_イ株
式の処分

「事業者の株主は原則として・・・国の事前の承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の
設定その他一切の処分を行ってはならない」との記載があるが、本件事業遂行の為の資
金調達（プロジェクトファイナンスを想定）のために、株式に質権を設定する必要が生じ
る。この場合、国は承諾をするとの理解で良いか。

プロジェクトファイナンスによる資金調達上の必要な措置と理解していますので、特段の
理由がない限り、国の事前承諾を前提に認めることを想定しています。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

10 実施方針本文 9 24
第２_５_(１)_④応募者
を構成する企業

応募者を構成する企業として、「資料－１業務要求水準書（案）　第３章　経営管理」に記
載されている経営管理業務を行う者も加えることを認めるべきと考えるがいかがか。
また、その場合の参加資格要件については、「令和7・8・9年度一般競争（指名競争）入札
参加資格（全省庁統一資格）審査において、「役務の提供等」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等
級に格付けされた「中国」地域の競争参加資格を有する者」とすれば妥当と考えるが、お
考えにつきご教示いただきたい。
背景：第２_５_(１)_③には、「構成員の中から応募者を代表する企業を定め、当該代表企
業が応募手続きを行う」と定められている。これにより、第２_５_(１)_④のア～オのいずれか
の業務を行う者しか代表企業を担うことができず、経営管理業務のみを行う者は、代表企
業を担うことができない。適切な経営管理の観点から、代表企業の参加要件を、第２_５
_(１)_④のア～オのいずれかの業務を行う者に限定せず、経営管理業務を行う者にも広
げるべきと考える。

No.8の回答を御参照ください。

11 実施方針本文 9 30
第２_５_（１）④ア_応
募者の構成

本施設の設計業務（第1　1.（6）①アa、イa）のイaとは何をさしているのか。 「イ a」はありませんので入札公告時に削除することを予定しております。

12 実施方針本文 9 31
第２_５_（１）④ア_応
募者の構成

本施設の建設計業務（第1　1.（6）①アb、イb）のイbとは何をさしているのか。 「イ b」はありませんので入札公告時に削除することを予定しております。

13 実施方針本文 9 32
第２_５_（１）④ア_応
募者の構成

本施設の設計業務（第1　1.（6）①アc、イc）のイcとは何をさしているのか。 「イ c」はありませんので入札公告時に削除することを予定しております。

14 実施方針本文 11 5
（２）応募者を構成す
る企業に共通の参
加資格要件

事業者の経営管理業務を担う企業は、共通の要件を満たしていれば、個別の要件は問
われない、という理解でよろしいでしょうか。

No.8の回答を御参照ください。

15 実施方針本文 13 6 第２＿５＿（３）＿⑦
設計業務の実績について、設計JVにて受注履行を行った場合、代表企業でなければな
らないか。代表企業ではなく、構成企業としての実績は対象となるか。また、比率につい
ての要件設定はあるか。

設計共同体の実績は、代表者・構成者ともに対象となります。比率の要件はありません。

16 実施方針本文 13 14
第2_5_(3)_⑦_エ実績
要件

設計JVによる受託業務も実績として認められるか。またその場合、受託比率についての
制約はあるか。

No.15の回答を御参照ください。

17 実施方針本文 14 6 第2_5_(3)_オ
管理技術者は総合主任・構造主任・電気設備主任・機械設備主任いずれかを兼務でき
るという理解でよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

18 実施方針本文 14 11 第2_5_(5)_カ
管理技術者は建築監理主任・構造監理主任・電気設備監理主任・機械設備監理主任い
ずれかを兼務できるという理解でよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

19 実施方針本文 21 15 第２＿５＿（５）＿⑦
設計JVの構成企業として設計業務を受注履行し、工事監理業務については単独で受注
履行済の場合は、工事監理業務の対象実績として考えて宜しいか。

ご理解のとおりです。工事監理業務は単独または設計共同体によらず実績として有効で
す。

20 実施方針本文 22 13 第2_5_(5)_オ
工事監理者は建築監理主任・構造監理主任・電気設備監理主任・機械設備監理主任い
ずれかを兼務できるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

21 実施方針本文 22 34
第２_５_（７）③運営企
業の参加資格要件

運営業務の中の防災棟共用部の備品調達・管理業務の総合的な企画及び業務遂行の
管理を直接事業者から受任して行う企業は構成員になることができるという認識で相違な
いか。

運営業務の一部として、防災棟共用部の備品調達・管理業務のうち、質問にご記載の
「総合的な企画及び業務遂行の管理」を担う企業は応募者を構成する企業として認めま
す。No.8の回答も御参照ください。

22 実施方針本文 22 第2_5_(5)_オ
設計・監理にて兼務をしない場合、管理技術者、総合主任、構造主任、電気設備主任、
機械設備主任、工事監理者、建築監理主任、構造監理主任、電気設備監理主任、機械
設備主任の10人必要という理解でよろしいでしょうか。

設計業務及び工事監理業務内における兼務を除き、配置が必要な技術者についてはご
理解のとおりです。

23 実施方針本文 23 33
第３_２_（１）_③_ア契
約保証金に代わる
担保

契約保証金に代わり「債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険の締
結」を認めるとの記載があり、「その保険の対象金額は「本施設の設計費、建設工事費及
び工事監理費に相当する合計額の１０分の１以上とする」となっている。念のための確認
だが、この履行保証保険の付保期間は設計建設期間に限定される（維持管理運営期間
には掛からない）という理解で良いか。また維持管理運営期間の債務の不履行により生じ
る損害をてん補する履行保証保険の締結は、契約保証金の納付に代わるものとしては不
要である、との理解で良いか。

前段については、施設整備業務の履行を確保するため、契約保証金等の納付を求める
予定のため、その付保期間は施設整備業務の着手日から引渡日までの間を予定してい
ます。
後段について、維持管理業務の履行を確保するための契約保証金等の納付を求める予
定はありません。
詳細は入札公告時に示す事業契約書（案）を御参照ください。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

24 実施方針本文 28 10
（１）事業者の帰責事
由により事業の継続
が困難となった場合

維持管理・運営期間における、事業者帰責事由による契約不履行により課される違約金
相当額が多額になる場合、金利などの費用が増加してしまう可能性がありますので、PFI
事業において一般的な維持管理・運営費の年額の10%程度としていただけますでしょう
か。

ご質問に記載の内容については入札公告時に示します。

25 実施方針本文 32 29
3.今後のスケジュー
ル

「民間事業者の選定」から「事業契約の締結」までの期間について、基本協定書締結や
SPC設立業務に時間を要するため、最低でも1ヶ月半程度は頂きたく、ご検討をお願いで
きますでしょうか。

「民間事業者の選定」から「事業契約の締結」までの間に互いに真摯に協議を行うことを
前提として、SPCの設立に要する期間等を考慮して設定する予定です。詳細は、入札公
告時に示しますが、概ね質問に記載された１ヶ月半程度の期間となると考えております。

26 実施方針本文 32 29
３．今後のスケ
ジュール

より精度の高い第二次審査資料を作成するため、対話会を設けていただくことは可能で
しょうか。

第8 3.今後のスケジュールに示すとおり、第一次審査手続き終了後、対話の機会を予定
しております。

27
(資料-1)要求水準書
(案）　第２章　事業の
目的及び計画条件

3 23
第２節_２_本施設の
維持管理業務

防災棟の維持管理業務開始日は防災棟の引渡しの翌日からと記載されていることから、
遅くとも令和１３年4月1日まで開始すれば良く、開始日は特に定まってないとの理解でよ
いか。

引渡し日は令和13年3月31日を予定しているため、維持管理業務の開始日は令和１３年
4月1日を予定しております。詳細は入札公告時に示します。

28
(資料-1)要求水準書
(案）　第２章　事業の
目的及び計画条件

3 35
第２節_３_本施設の
運営業務

防災棟の運営業務開始日は防災棟の引渡しの翌日からと記載されていることから、遅くと
も令和１３年4月1日まで開始すれば良く、開始日は特に定まってないとの理解でよいか。

引渡し日は令和13年3月31日を予定しているため、運営業務の開始日は令和１３年4月1
日を予定しております。詳細は入札公告時に示します。

29
(資料-1)要求水準書
(案）　第２章　事業の
目的及び計画条件

7 8 第４_４_既存棟

既存棟の改修により、その防犯区画が増える、部屋数・扉数が大幅に増える等はないと
理解して差支えないか。既存の機械警備システムの原状回復（本PFI事業外と認識）後の
機械警備システムの導入については、今後、参考資料5-10「※現行の機械警備につい
て」等を参考にするため（添付資料5-8の2頁目52行目でもその旨求められている）、確認
したい。

既存棟改修工事により既存棟における防犯区画、部屋数、扉数への大幅な影響はない
ものと認識しております。

30
(資料-1)要求水準書
(案）　第２章　事業の
目的及び計画条件

7 12 ５.施工済杭

本事業ではこれらの施工済杭を全数健全であることを前提にできる限り活用し合理的な
設計とすること。と、ありますが、前提（全数健全）に則り設計・積算を行ったうえで、提案し
たのちに前提に齟齬が見つかった場合の費用負担は行政側であるとの理解でよろしい
でしょうか。

【資料-４】「リスク分担表（案）」No.25に記載のとおり、事業者による施工済杭に関する調
査）により発見された施工済杭の不具合に起因する増加費用と認められたものについて
は国の負担となります。
詳細は入札公告時に示す事業契約書（案）をご参照ください。

31
(資料-1)要求水準書
(案）　第４章　施設整
備

17 35 第３_８_（６）
「（6）工事場所における夜間、休日警備を適切に行う。」とあるが、必ずしも人による警備
のみを指すものではなく、機械警備のみ、あるいは人と機械警備の組み合わせでも差支
えないか。

当該記載は、施工期間において適切に工事場所の管理を求める主旨であるため、警備
の実施方法については提案に委ねるものとします。

32 業務要求水準書（案） 18 4 第3節_９_(1)

目次において「参考資料4-3」は「★ハザードマップ関連資料」とされていますが、本文
「第3節 設計・施工条件 9. 既存棟の一部解体・撤去工事の条件(1)」においては、同番
号（参考資料4-3）で「既存棟(1号館附属棟、2号館、3号館及び4号館) 改修の範囲」が参
照されています。
現状、後者の「改修の範囲」に関する資料が添付されていないため、当該資料をご提示
願います。（併せて、資料番号の整合性についてもご確認をお願いいたします。）

業務要求水準書「第3節 設計・施工条件 9. 既存棟の一部解体・撤去工事の条件(1)」で
の参照資料は【参考資料 4-20】「既存棟（１号館附属棟、２号館、３号館及び４号館）改修
の範囲」が正となります。当該箇所を修正します。
なお、【参考資料 4-20】は、秘密保全が必要な資料（特定資料）ですので、中国地方整
備局のホームページを確認の上、資料の交付にかかる必要な手続きを行ってください。
なお、交付期間を終了しておりましたが、R8.3.31まで随時受け付けることとします。

33
(資料-1)要求水準書
(案）　第４章　施設整
備

20 33 第4節_2_(1)_d
コジェネレーション装置の導入について経済性等の検証を行った結果、別のシステムを
採用する場合、検証内容と採用根拠を示す必要があるとの理解で宜しいか

No.2の回答のとおり、コージェネレーションの導入を必須としておらず、当該方式以外に
おいて要求水準を満足することが確認できれば、コージェネレーションの導入に係る経済
性等の検証は必須とはなりません。本主旨に基づき、業務要求水準書の更新を予定して
います。

34 業務要求水準書（案） 28 第4節_3_1
「構造体の水害に対する安全性」の項目が削除されましたが、これに伴い、免震層を地下
階または基礎下に設置することも可能であるという解釈でよろしいでしょうか。

要求水準（添付資料の規定内容が含まれます）が満たされるのであれば可能です。な
お、免震構造とすることは要求水準ではありません。また、No.1の回答もご参照ください。

35
(資料-1)要求水準書
(案）　第４章　施設整
備

31 24 第４_（３）_ｄ_（ｃ）
「既存４号館の管理用サーバーに接続もしくは」とあるが、当該サーバーは関東財務局の
入退館システムネットワークに接続しているということか。

ご理解のとおりです。
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36 業務要求水準書（案） 66 第6節_2_b
BIM活用に係るEIRの適用が削除されましたが、本業務にBIMの活用は任意という解釈で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

37
(資料-1)要求水準書
(案）　第５章　維持管
理・運営

79 23 第１_３_（２）
維持管理・運営業務の管理統括責任者の配置が求められているが、各業務を受託する
企業体として維持管理・運営JV（共同企業体）の組成を求めるものではないと理解して差
支えないか。

応募者の構成において、維持管理・運営業務の実施のための共同企業体等の組成は想
定しておりません。

38
(資料-1)要求水準書
(案）　第５章　維持管
理・運営

79 23 第１_３_（２） 管理統括責任者（代替者含む）に必須の技能や資格等があるか。

必須の技能、資格等はありません。ただし、業務要求水準書に規定する維持管理・運営
業務の内容を的確に理解し、事業者が提出した維持管理・運営業務提案書及び各計画
書等に基づいて維持管理・運営期間中の各業務の調整、管理を担う役割であるという主
旨を踏まえ、それらの実施に必要な知識を有する者の配置が望ましいと考えております。

39
(資料-1)要求水準書
(案）　第５章　維持管
理・運営

88 2 第１_５_(１３)_ｄ
第5章第3節1.（3）防災棟共用部備品の調達・管理業務とあるが、正しくは、第5章第3節3.
防災棟共用部備品の調達・管理業務ではないか。

ご指摘のとおり、第5章第3節3.防災棟共用部備品の調達・管理業務が正となります。

40
(資料-1)要求水準書
(案）　第５章　維持管
理・運営

93 17
第３_３_防災棟共用
部備品の調達・管理
業務

対象施設は防災棟のみ（既存棟は対象外）との認識でよいか。 ご理解のとおりです。

41
(資料-1)要求水準書
(案）　第５章　維持管
理・運営

93 17
第３_３_防災棟共用
部備品の調達・管理
業務

調達する備品は、購入によらず「リースによる調達も可能」とあるが、事業終了前にリース
満了となる備品は同等のものを事業者にて用意し（リース会社からの買取を含む）、事業
終了時に現状有姿で国に引渡さねばならない（事業終了後にリース満了となる備品の
リース会社への返却は不可のため）との理解でよいか。

防災棟共用部備品の調達・管理業務において調達する備品を、リースにより調達する場
合には、事業終了後も国が引き続き使用できるよう、事業終了時に現状有姿で国への所
有権移転による引き渡しを行って下さい。

42
(資料-2)事業費の算
定及び支払方法（案）

8 3
第５_３_①対象となる
費用

3頁の表１「事業費の内訳」の維持管理・運営費、その他の費用＞その他の費用について
は、物価変動に基づく改定が認められるか。また、認められる場合の改定時期・方法・指
標などをご教示いただきたい。

ご質問に記載の内容については入札公告時に示します。

43
(資料-2)事業費の算
定及び支払方法（案）

22 19
第２節_４_採用する
指数

「工事着手日以降においては受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合に指数
以外の方法を用いることができる。」とあるが、「指数以外の方法」とは具体的に何を想定
されているか。実際の外注見積もりなどを根拠として実勢価格での協議に応じていただけ
るという認識でよろしいか。

指数以外の双方の合意に基づく改定にかかる協議事項について示すものであり、具体
的な内容を現時点で想定するものではありません。

44
(資料-5)業績等の監
視及び改善要求措置
要領（案）

7 2
１．提案等の未達成
による減額等

事業費の減額だけでなく同額の違約金が存在すると、プロジェクトファイナンスによる資
金調達に際し、SPCは当該違約金に応じた現金の積立て等を金融機関から求められるこ
とが想定されます。
当該積立金は、資本金や事業者劣後融資等で補うこととなり、SPCのコストが上昇し、ひ
いては入札における提案価格の上昇に繋がると思料いたしますので、当該違約金にか
かる記載の削除をお願いできますでしょうか。

事業者が経営管理、施設整備、維持管理・運営に係る提案等を達成しなかった場合の
措置であるという主旨から、違約金規定を除外することは想定しておりません。

45
(資料-5)業績等の監
視及び改善要求措置
要領（案）

7 21

２．維持管理・運営
業務に係る減額並
びに罰則点及び功
績点の付与方法

業務不履行支払区分の対象となる事業で減額又は罰則点の付与を行った場合、業務不
履行支払区分のみならず、その他の費用の支払区分についてもあわせて、減額又は罰
則点の付与を行うことは、負担が大きすぎるため、ご再考をお願いできますでしょうか。
あくまでも業務不履行企業が責を負うべきであり、その他の費用を受領する企業が責を
負うことは困難です。

経営管理に関する要求水準として、事業者は責任ある事業主体として各業務を適切に管
理し、各選定企業を統括する役割が求められており、要求水準の未達による業務不履行
が発生した事象をもって、経営管理に関する要求水準も未達と判断して、事業者の運営
費や利益を構成する「その他の費用」を減額する主旨であるため、原文のとおりとします。

46
(添付2-1-2)事業対象
区分表

4 16
5章1節2.（1）本施設
の維持管理業務a.
業務内容

標記に示される、既存棟共用部の定期的な点検及び維持すべき状態を確保するために
必要な保守に係るものとはどういうものか、具体的にご教示願います。

「c．本業務に含まれていない業務」のうち、「（f）緊急時の実際の使用により消費された本
施設の共用自家発電装置の燃料の燃料地下タンクへの補給」にかかる「定期的な点検
及び維持すべき状態を確保するために必要な保守に係るもの」として、自家発電設備の
定期点検及び保守業務における運転された際に使用される燃料については、本業務に
含む事を意味しています。

47
(添付4-16)セキュリ
ティの考え方

3 7
2_(5)セキュリティ
ゲート

防災棟に設置する入退館管理設備は、既存棟の入退館管理設備と連携して動作する提
案としても問題無いと考えていますが、この認識でよろしいでしょうか。
それとも、防災棟の入退館管理設備のみで動作する構成にすることが必要でしょうか。

第４章、第５節、２.（１）に規定する要求水準を満たすものであればどちらでも可能です。
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48
(添付4-2-6)電気：各
室性能表凡例

3 35 鍵管理 専有部分

「認識部を設ける。ただし、有　は入居官署工事で認識部を設置とし、配線経路、スペー
スを確保する」との記載ですが、各部屋のカードリーダ/電気錠/配線は入居官署様で別
途調達されるためPFI対象外という認識でよろしいでしょうか。
それともカードリーダのみが入居官署様での別途調達で、電気錠/配線はPFI対象となる
のでしょうか。
また、入居官署様での別途調達は防災棟の建築までに実施されると考えてよろしいで
しょうか。

本事業における設置対象は電気錠、配線経路及び制御盤スペースであり、認識部、配
線及び制御盤は完成引渡し後に入居官署にて別途調達し設置予定です。

49
【添付資料4-2-6 各
室性能表凡例】

3 22 時刻表示

「数値は設置台数を示す」との記載ありますが、該当する数値がどこに資料上のどこに記
載されているか確認できませんでした記載されいるか確認できませんでした。記載個所を
教示ください。また、【添付資料4-2-6 各室性能表凡例】の文字・数字・記号や添付資料
番号等の欠落（表示不良）が見受けられます。内容が正しく表示されている資料をご提示
ください。

時刻表示の設置台数は【添付資料4-2】各室性能表　電気設備の「時刻表示欄」に記載
しています。
なお、入札公告時に正しく表示された資料を提示します。

50
(添付5-10)警備業務
の配置ポスト

1 1 （注意）※５
※5に記載されている「資格者の配置を満たすこと（最低5名）」について確認させてくださ
い。この「配置」の定義は、24時間365日の運用において、全ての時間帯（各シフト）で常
に有資格者を配置しなければならないという理解で相違ないでしょうか。

24時間365日の運用において、全ての時間帯（各シフト）で常に有資格者の配置までは
求めません。なお、警備業務において、自衛消防組織業務講習修了者を配置し、既存
棟を含む各館の班長級（副班長）を担っていただくことを想定しています。

51
(添付5-10)警備業務
の配置ポスト

1 13
警備業務の配置ポ
スト

各館の受付（No.4）と入退館ゲート（No.5）のポスト数がともに4Pである。これは、休憩・仮
眠時間にかかわらず、常に1名以上配置した勤務体制の維持が求められていると理解し
てよいか。

No.4、No.5とも業務提供時間帯においては、常に4名の配置を求めています。勤務場所
においては常に1名の配置が必要となります。つまり、休憩中も常時、ポスト数を維持する
ことが必要です。

52
(添付5-8)警備業務に
係る要求水準

1 39
業務提供体制の
整備

業務従事者の異動交替の「やむを得ない理由」に、社内の人事異動（通常・定期）を含め
て理解して差支えないか。

原則として人事異動はやむを得ない事情に含まれないものと認識しておりますが、理由
を個別に判断します。

53
(添付5-8)警備業務に
係る要求水準

2 27
機械警備システムの
要件

「使用する電話回線が、警備装置動作開始後に切断された場合、監視センターにおいて
感知できる機能を有すること。」とあるが、使用する電話回線を２社以上の携帯電話通信
網とすることで、通信回線の冗長化を行い、代替えとすることは可能か。

ご質問に記載の提案だけでは、「使用する電話回線が、警備装置動作開始後に切断さ
れた場合、監視センターにおいて感知できる機能」に該当することが読み取れないため
認められません。

54
(添付5-8)警備業務に
係る要求水準

2 29
機械警備システムの
要件

「バッテリーの容量についても適宜チェックできる機能を有すること。なお、バッテリー切れ
によるシステムダウンが起こらない限り、バッテリーを定期的に交換することも可とする。」と
あるが、バッテリーを定期的に交換する運用とした場合、バッテリー容量の適宜チェック自
体は必須でないと理解して差支えないか。

停電時における30分以上のバックアップ機能を有し、システムダウンが起こらない運用で
あることが確認できる場合においてはバッテリー容量のチェックは必須ではありません。

55
(添付5-8)警備業務に
係る要求水準

2 34
機械警備システムの
要件

防災棟における入居予定官署の指定する重要物(金庫等)を保管している場所及び数量
については、どのように考えればよいか（参考となる添付資料等がないとすれば、今後、
情報開示される予定はあるか）。

【添付資料4-17】「附帯設備等に係る要求水準」をご確認ください。

56
(添付5-8)警備業務に
係る要求水準

2 48
機械警備システムの
要件

「指定のあるシャッターは、遠隔所から電気的に開錠する機能を有するもの」とあるが、遠
隔所の具体的な場所を確認したい。なお、同機能の実現方法については、事業者にて
選定する認識でよいか。

具体的な場所の指定はありませんが、事業終了後は4号館警備室から電気的に開錠可
能な形で引き渡しをしてください。実現方法については、事業者提案で問題ありません。

57
(添付5-8)警備業務に
係る要求水準

3 1
AED機器の管理及
び更新

「防災棟警備室に設置するAED機器を1台調達のうえ管理すること」との旨が記載されて
います。 一方で、既存棟に既に設置されているAED機器については、管理および更新
に関する具体的な記述が見当たりません。本業務におけるAEDの「管理および更新」の
対象範囲は、新規に調達する防災棟設置の1台のみという理解で相違ないでしょうか。

ご理解のとおりです。

58
(添付5-8)警備業務に
係る要求水準

3 53
夜間在庁者・最終退
庁者等の管理

「職員及び部外者の入退庁状況を確認し、最終退庁者等の記録をすること。」とあるが、
記録については、システム側で機械的に判断できる仕組みがあれば、自動化での対応も
可能か。

管理庁において毎日、最終退庁者等の情報を含め、職員及び部外者の入退庁状況を
確認できるように、毎日出力し、管理庁へ提出いただける対応であれば可能です。
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59
(添付5-8)警備業務に
係る要求水準

5 4
駐車場管理_一般来
庁者車輛管理

「来庁者が退庁する際は、駐車台数を記録する。」とあるが、記録する目的は何か。また、
システム的（駐車券の発券機など）に駐車台数が記録される仕組みでもよいか。

合同庁舎管理上必要な情報であるため記録しております。記録の仕組みは、現行の駐
車票制度（参考資料5-9、5-19参照）と同等以上の機能があれば問題ありません。

60
(添付5-8)警備業務に
係る要求水準

5 28
巡視・秩序維持等_
本施設内及び本敷
地内の巡視

「機械警備で対応できない箇所等について、国の指示に従い、定期的に本施設内及び
本敷地の巡回を実施すること。」とあるが、人ではなく、ロボットや監視カメラ等による機械
的な巡回対応でも差支えないか。

要求水準の趣旨として「機械警備で対応できない箇所」としておりますので不可とします。

61
(添付5-8)警備業務に
係る要求水準

6 41
受付・案内_来庁者
等への受付・案内

「開庁日の以下の時間帯において、出入口受付に業務従事者を配置し、外来者の入退
庁の受付及び記録を行い、入館証等の貸与及び回収を行う。」とあるが、無人受付機や
監視カメラ等を用いた省人化の提案をすることは可能か。

警備員の配置は必須とします。

62
(添付5-8)警備業務に
係る要求水準

7 18 その他
「事業者が持ち込む物品については、シールを貼付する等して、その所有を明確にして
おくこと。」とあるが、ここでいう「事業者」や「物品」の範囲はどのように考えたらよいか。漠
然としているため確認したい。

事業者は本事業を担う、国の契約相手方であるSPCを示します。物品はSPCの所有する
備品等であり、国の所有物との区別を明確にするものです。

63
(参考2-5)  既存樹木
リスト

1 既存樹木リスト
既存樹木リストが5ページにかけて掲載されておりますが、維持管理対象外という理解で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
当該資料は、防災棟整備工事の対象区域となる可能性があるため提示したものであり、
維持管理業務の対象ではありません。ただし、防災棟関連工事において、撤去・復旧等
行った部分については対象となります。

64
(参考4-18) 構造設計
計画書

1_1)_（基礎構造)_b
新設杭は想定していないということは想定形状は平成21年に計画されたものと同じという
ことでしょうか。

「形状」とはスパン割について質問いただいている前提として回答します。
施工済杭を活用できるスパン割にて想定しました。
なお、当該資料の主旨についてはNo.1の回答もご参照ください。

65
(参考4-18) 構造設計
計画書

1_1)_（基礎構造)_b
形状を変更した際、新たな杭を打設することは可能という理解でよろしいでしょうか。 可能です。当該資料は応募者の提案を妨げるものではございません。

なお、当該資料の主旨についてはNo.1の回答もご参照ください。

66
(参考4-19) 設備仕
様・容量一覧表

■機械設備（主要設
備のみ）

要求水準に基づき想定した設備仕様のため一覧同程度であれば問題ないという理解で
よろしいでしょうか。（例：コージェネについて35kW×8台→280Kw×1台でも問題ないか）

要求水準（添付資料の規定内容が含まれます）が満たされるのであれば、参考資料の内
容のとおりである必要はありません。
なお、例に示された280Kw×1台とする場合は、要求水準書（案）第４章第４節３．(2)b.「高
圧変圧器の低圧側に設置するコージェネレーション装置」、b.(a)「施設部位に応じた運転
制御方式等により、適切な容量制御」及び(s)「性能特性（部分負荷運転）」等を満たすも
のとしてください。

67
(参考4-19) 設備仕
様・容量一覧表

■電気設備■機械
設備

仕様・容量一覧表を若干下回る容量でも事業者側で要求水準を満たしていると考えられ
れば問題ないでしょうか。

要求水準（添付資料の規定内容が含まれます）が満たされるのであれば、参考資料の内
容のとおりである必要はありません。
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